


第１３回青梅市選挙管理委員会日程  
 

令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ５ 日  
午 後 ６ 時 ３ ０ 分  
市 役 所 ６ 階  
選 挙 管 理 委 員 会 事 務 室  

 

１ あいさつ 川鍋委員長 

 

２ 報告事項 衆議院議員選挙（東京都第２５区）立候補者について 

 

３ 議  事 付議案件 衆議院（小選挙区）議員選挙（東京都第２５区）

青梅市開票区における候補者氏名等掲示順序決

定のくじについて 

 

４ そ の 他 (1) 次回委員会の開催日程について 

日 時 令和６年１０月２４日（木）午後６時００分 

会 場 市役所２階 ２０３会議室 

議  題  衆議院議員選挙および最高裁判所裁判官国民

審査における開票立会人の決定について 

(2) その他 



 

〈付議案件資料〉 

 

○ 青梅市選挙執行規程 
 

（氏名等掲示掲載順序のくじ） 

第 84 条 法第 175 条（投票記載所の氏名等の掲示）第３項の規定による氏名等掲示の掲載の順序のくじ

は次に定めるところによる。 

(１) 法第 86 条（衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等）および法第 86条

の４（衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等）

第１項または第２項の規定により立候補の届出のあった候補者については、当該選挙の期日の告示の

あった日の午後６時 30 分から青梅市選挙管理委員会事務室で行う。 

(２) 前号の規定にかかわらず法第 86条（衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届

出等）第８項および法第 86 条の４（衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙におけ

る候補者の立候補の届出等）第５項、第６項または第８項の規定による候補者の届出があった場合に

は、これらの規定による届出の期間が経過した日の午後６時 30 分から青梅市選挙管理委員会事務室で

改めて行う。 

２ （省略） 

 





 

4 

 

 

 
 

3 

 

 

 
 

2 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

候
こ

う 
 

補ほ 
 

者
し

ゃ  
氏し  

名
め

い 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
選
挙
（
東
京
都
第
二
十
五
区
） 

候 
補 

者 

氏 

名 

等 

掲 

示 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

青
梅
市
選
挙
管
理
委
員
会 

    

候
補
者

こ

う

ほ

し

ゃ

届
出

と
ど
け
で

政
党

せ
い
と
う

の
名
称

め
い
し
ょ
う 


